
公 告

事後審査方式制限付一般競争入札を行いますので、佐川町財務規則（平成２９年佐川町規則

第３号）第７３条の規定により公告します。

令和６年４月２３日

佐川町長 岡 雄司

１ 入札に付する事項

工 事 名 久万田堰農業水路等長寿命化事業改修工事

工 事 場 所 佐川町 乙

工 事 種 類 鋼構造物工事

工 事 概 要 【土木工事】既設床版側壁ハツリ工、既設床版側壁復旧工、護床工

【機械設備】ゴム布引袋体更新工、固定金具更新工、操作室内配

管更新工、給排気設備更新工、操作設備更新工

【鋼製付属設備】操作室安全柵取替工

（詳細は、設計図書のとおり）

完 成 期 限 令和７年３月２５日

予 定 価 格 事後公表

最低制限価格 事後公表

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。

（１）令和６・７年度佐川町競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者で、鋼構造物

工事に関し、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する建設業の許可のう

ち、特定建設業の許可を受けているもの。

（２）高知県内に主たる営業所（本店または本社をいう。以下同じ。）を有する者で、令和６年

度高知県建設工事競争入札参加資格に係る資格決定通知書において、鋼構造物工事の経審

点数が８００点以上であるもの。

（３）この工事において次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができること。

① 主任技術者は、１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士又はこれらと同等以上

の資格を有する者であること。監理技術者にあっては、１級土木施工管理技士又はこ

れと同等以上の資格を有し、かつ、鋼構造物工事における監理技術者資格者証及び監

理技術者講習修了証を有する者であること。



② この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者で

あること。なお、専任配置が必要な場合には、申請時において３ヶ月以上雇用されて

いる者であること。

③ 建設業法第７条第１号若しくは第１５条第１号に規定される経営業務の管理責任者又

は第７条第２号若しくは第１５条第２号に規定される営業所の専任技術者（許可業種

は問わない。）でないこと。

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。

（５）佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２５年佐川町規則第２

３号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。

（６）この公告の日から入札の日までにおいて、佐川町又は高知県、他の官公庁、公団、公社

等から指名停止措置（指名回避措置を含む。）を受けていない者であること。

（７）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項若しくは第

２項の規定に基づく破産の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の

規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７

条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法の規定

に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがな

された者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規

定に基づく更生計画認可の決定を受けた者で、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受

けた日以降に、建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査を受け、入札参加資

格の再認定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされ

なかったものとみなす。

３ 入札参加申請の方法等

当該工事の入札に参加しようとする者は、次により入札参加申請を行わなければならない。

（１）提出書類 事後審査方式制限付一般競争入札参加申請書（様式１）

（２）提出期間 この公告の日から令和６年５月２日（木）午後５時まで

（土、日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日は除く。）

（３）受付時間 上記提出期間中、午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時まで

の間を除く。）

（４）提出場所 佐川町役場 総務課 管財契約係

（５）提出方法 提出書類は直接持参するものとし、郵送・電信による申請は受け付けない。

提出後、受付印を押印した申請書の写しを受け取ること。



４ 入札参加資格の喪失

入札参加申請後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加す

ることができない。

（１）２の入札参加資格を満たさなくなったとき。

（２）申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

５ 設計図書等の閲覧期間及び方法

（１）閲覧期間 この公告の日から令和６年６月２日（日）午後５時まで

（２）閲覧方法 佐川町ホームページ（http://www.town.sakawa.lg.jp/）よりダウンロード

すること。

６ 設計図書等に関する質疑及び回答

（１）設計図書等に関する質疑受付

① 受付期間 この公告の日から令和６年５月１３日（月）正午まで

② 質疑方法 質疑回答書（様式３）質疑欄に記入すること。※PDF 不可

③ 提出方法 電子メール及びＦＡＸ（行き違い防止のため、必ず２通りの方法で提出し

て下さい。）

④ 提 出 先 佐川町役場 総務課 管財契約係 宛

メールアドレス sk01012@town.sakawa.lg.jp

ＦＡＸ番号 0889-22-1119

（２）質疑に対する回答

① 回答方法 質疑回答書回答欄に回答を記入し佐川町ホームページ（当該入札公告と同

じ欄）に掲載

② 回答期限 令和６年５月２７日（月）午後５時

（回答が用意出来次第掲載を予定しています。）

７ 入札の場所及び日時

（１）入札日時 令和６年６月３日（月）午前１０時

（２）入札場所 佐川町役場 ２階 大会議室

８ 入札条件

（１）入札保証金 免 除

（２）予 定 価 格 事後公表

（３）最低制限価格 事後公表



（最低制限価格設定基準について（令和４年４月１日付け）による）

９ 入札方法等

（１）佐川町建設工事競争入札心得の各条項により行う。

（２）工事費内訳書は、入札書と併せて入札箱に投函すること。投函がない場合は、失格とす

る。

１０ 入札の無効及び失格

（１）佐川町財務規則第８０条の規定に該当する入札は、無効とする。

（２）佐川町建設工事競争入札心得第１０条の規定に該当する入札は、失格とする。

１１ 落札者の決定等

（１）予定価格の制限範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の

価格で入札した者を落札候補者とする。

（２）落札候補者となるべき同価の入札をした者が２者以上いるときは、くじ引きにより落札

候補者を決定する。

（３）候補者は、配置予定技術者調書（様式２）及び添付資料（以下「審査書類」という。）を

令和６年６月５日（水）正午までに直接持参し、提出すること。提出期日までに提出しな

いときは、当該入札者の行った入札は無効とする。

（４）審査は、落札候補者から提出された審査書類を審査し、入札参加要件を満たしている場

合には、当該落札候補者を落札者とし、満たしていない場合には、有効な入札を行った次

順位の者から順次審査し、落札者が決定するまでこれを行うものとする（この場合におけ

る審査書類の提出期日については、別途通知するものとする。）。

（５）落札者の決定は、審査書類が提出された日から起算して２日以内に行うものとする。

（６）落札者を決定したときは、直ちに落札者に連絡するものとする。

１２ 契約保証金

落札者は、工事請負契約締結にあたり、佐川町財務規則第９１条の規定により請負代金額の

１０分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。

１３ 留意事項

（１）この工事に係る予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年佐川町条例第３号）第２条に規定する額を超えている場合は、落札決定

後落札者との間で仮契約を締結し、本契約は佐川町議会の議決を経て効力発生通知を行っ

た時に成立する。



（２）前号に該当する場合で、落札決定後、本契約となるまでの間において、当該落札者が４

の入札参加資格の喪失事項に該当するに至ったときには、当該請負契約を締結しないこと

があり、これにより本契約に至らなかったときにおいても、議会の議決が得られなかった

場合と同じく、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わないものとする。

１４ その他事項

（１）入札参加者は、あらかじめこの公告、佐川町財務規則及び佐川町建設工事競争入札心得

の各条項を承知すること。

（２）提出書類に虚偽の申請がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をしたもの

に対して指名停止措置等をすることがある。

（３）落札者は、配置予定技術者調書に記載した配置予定の技術者を当該工事に専任で配置す

ること。なお、配置予定の技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することはで

きない。落札者が配置予定技術者調書に記載した技術者を配置できないときは、落札決定

を取り消すことがある。

（４）提出された申請書等は返却しない。また、申請書等について提出期限後の差替え、訂正

等は認めない。

（５）落札者は、工事施工に伴う工事資材の調達及び当該工事の一部を下請負人に請け負わせ

る場合には、可能な限り地元事業者（佐川町内に主たる営業所を有する者）を活用するよ

う努めること。


